
  

                

 

 

 

 

 

第３回 技能実習生等受入適正化推進会議の開催について 
─昨年度の監督指導により、残業手当等約６２００万円の差額支払い─ 

─約８割の事業場で労働基準関係法令違反─ 

 

 岐阜県内に就労する外国人技能実習生は毎年増加しており、約９,０００名と愛知県に次

ぎ全国で 2 番目に多くなっているが、これらの外国人技能実習生受入事業場の中には、不

適切な労務管理等が行われている事例も数多く見受けられる状況にある。 

このような状況を踏まえ、岐阜労働局（局長 藤井龍一郎）では外国人技能実習生の労

働条件確保を行政の最重要施策の一つとして取り組んでいるが、昨年度（平成１９年４月

～平成２０年３月）、当局において実施した監督指導結果をみると、監督を実施した第２次

受入機関（技能実習生が就労する事業場）２１２事業場のうち１６８事業場（違反率７９．

２％）において労働基準法等違反が認められたため、是正勧告を行った。 

また、外国人研修生・技能実習生の日本側の受入窓口である第１次受入機関（協同組合

等）１７機関に対しても監督指導を実施したが、その結果、第２次受入機関に対し労務管

理について適切な指導を行っていないとして１２機関に文書により指導を行った。 

このうち定期賃金が最低賃金に満たない、法定の割増賃金を支払っていない等の賃金支

払関係の違反が認められた３８事業場（対象技能実習生１３６名）が合計６２００万円の

差額の支払を行った。（監督指導結果は別紙―１参照） 

加えて、平成１９年に重大・悪質な労働基準法等違反が認められた５事業場に対し司法

処分を行った。（司法処分事例としては別紙―２参照） 

岐阜労働局では、引き続き事業場に対する監督指導を行い、悪質な事案には司法処分を

含めて厳しい態度で臨むとともに、県内で発生している外国人技能実習生等の受入れに係

る問題を広く県民にも理解いただき、不正防止の気運醸成を目的として、平成１８年から

関係行政機関及び労使団体に呼びかけて「技能実習生等受入適正化推進会議」を設立して

おり、第３回の同推進会議を下記により開催する。 

 

記 

 第３回「技能実習生等受入適正化推進会議」 

  （座長 籾
もみ

山
やま

錚
そう

吾
ご

朝日大学大学院法学研究科教授） 

 

岐 阜 労 働 局 発 表 

平成２０年１２月 ４日 

 

担 

 

当 

岐阜労働局労働基準部監督課 

   監 督 課 長  角南
す な み

  巌 

   監察監督官  夏
なつ

厩
まや

 宗幸 

   専門監督官  平林 健生 

電話 ０５８－２４５－８１０２（直通） 



  

１ 日   時  …… 平成２０年１２月８日（月） 午後２時から４時まで 

２ 場   所 …… ホテルグランヴェール岐山 

岐阜市柳ヶ瀬通六丁目１４番地（電話 058-263-7111） 

 

３ 会議の構成機関、団体 

・岐阜労働局 

・名古屋入国管理局 

・中部経済産業局 

・岐阜県 

・岐阜県警察 

・(財)国際研修協力機構名古屋駐在事務所 

・日本労働組合総連合会岐阜県連合会（連合岐阜） 

・(社)岐阜県経営者協会 

・岐阜県中小企業団体中央会 

 

※ 上記のほか、技能実習生の受入事業場が多く所在する市町村にオブザーバー参加

の呼掛けを行い、次の市町村が参加する。 

〔オブザーバー〕市担当者（岐阜市、関市、本巣市、美濃加茂市、各務原市、郡上市、

山県市） 

 

 

参考資料 

別紙－１ ……技能実習生関係監督指導実施状況（平成１９年４月～平成２０年３月） 

別紙－２ ……技能実習生関係労働基準法等違反送検事例（平成１９年） 

別紙－３ ……都道府県別技能実習生移行申請者数 

（２００６年度～２００７年度合計）（資料出所：（財）国際研修協力機構） 

別紙－４ ……外国人研修・技能実習の流れ （資料出所：（財）国際研修協力機構） 

別添   ……外国人技能実習生等の適正な受入を（リーフレット） 

 



  

別紙 １ 

技能実習生関係監督指導実施状況 
         （平成１９年４月～平成２０年３月） 

                            岐阜労働局 

１ ２次受入機関に対する指導状況 

（１）監督実施事業場数       ２１２事業場 

 

（２）法違反指摘状況 

違反率 19 年監督指導

全体の違反率 

     違反事業場数 １６８件 79.2% 62.9% 

労基法第１５条 労働条件の明示 ９件 4.2％ 10.5% 

労基法第１８条 貯蓄金管理 １６件 7.5％ 0.8% 

労基法第２４条 賃金の支払い ３９件 18.4％ 2.0% 

最賃法第 ５条 最低賃金 ２０件 9.4％ 2.0% 

労基法第３２条 労働時間 ５０件 23.6％ 21.2% 

主

な

違

反

事

項 
労基法第３７条 割増賃金 ８４件 39.6％ 16.0% 

 （注）１ 複数の違反事項があった場合については、それぞれの事項に計上。 

       ２  違反率 ＝  違反事業場（件）数    

             監督実施事業場数 

 

（３）文書指導実施状況（法違反以外の事項について文書指導を行ったもの） 

中国語による労働条件の明示    ３件 

時間管理の適正化 １７件 

賃金明細書の交付 １３件 

割増賃金支払いの適正化 ２件 

パスポート、通帳等保管の適正化 ３件 

研修生の残業の適正化 ８件 

積立貯金の適正化 １件 

強制貯金の排除 ２件 

管理費控除禁止、組合費の控除の適正化 ２件 

 

 

主

な

指

導

事

項 

安全衛生 １０件 

   （注）複数の指摘事項があった場合については、それぞれの事項に計上。 

 



  

 

 

（４）差額の支払い状況 

  差額の支払総額   内、申告監督分 

総額 ６１，９２２，８０３円 ５５，３３６，９５８円 

対象人数 １３６人 ８６人 

１人平均額 ４５５，３１５円 ６４３，４５３円 

対象事業場数 ３８事業場 ２７事業場 

 

２ 第 1 次受入機関に対する監督指導状況 

（１）監督指導実施組合数      １７組合 

     （内、文書による指導組合数   １２組合） 

 

（２）指導事項 

中国語による労働条件の明示    ４件 

賃金明細書の交付 ２件 

適正な労務管理 １件 

適正な労働時間管理 １件 

適正な割増賃金の支払い ２件 

適正な貯蓄金管理 １件 

傘下２次機関に対する継続した指導の実施 ４件 

賃金控除協定の締結 ４件 

時間外協定の適正化 １件 

 

主

な

指

導

事

項 

研修生の残業禁止 １件 

（注）複数の指摘事項があった場合については、それぞれの事項に計上。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙－２ 

技能実習生関係労働基準法等違反送検事例（平成１９年） 

岐阜労働局 
    

 
番号 

 
送検月 

 
事 案 の 概 要 

 
事 例
１ 

 

  
 ３月 
 

 県内の繊維関係の事業場で働く中国人技能実習生から、時間外労
働に係る賃金を１時間当たり３００円と最低賃金にも満たない額し
か支払いを受けていないという申告があり、これを受け、管轄の労
働基準監督署が監督指導を実施。 
 その結果、実習生５名に対し賃金の一部を支払っていないこと、
時間外労働に係る賃金を１時間当たり３００円で支払っていること
が確認されたため是正勧告を行った。 
 その後、事業主から、当該不足額を支払ったとの報告が労働基準
監督署に提出されたが、実習生の申立から、これが嘘であることが
わかり、時間外労働の割増賃金の一部不払い、労働基準監督署への
虚偽報告等労働基準法違反の疑いで、書類送検。 
 

    
事 例
２ 

 

  
 ３月 
 

 事例１の事業主が経営する別会社。 
 事例１と同じ内容の違反が認められ、中国人技能実習生２名に対
する時間外労働の割増賃金の一部不払い、労働基準監督署への虚偽
報告等労働基準法違反の疑いで、書類送検。 
 

    
事 例
３ 

 
 
 
 

  
 ９月 
 
 
 
 

 県内の縫製業で働くベトナム人技能実習生から、時間外労働に係
る賃金について、１時間当たり３００円と、最低賃金にも満たない
額しか支払いを受けていないという申告があり、これを受け、管轄
の労働基準監督署が監督指導を実施。 
 その結果、ベトナム人技能実習生５名に対し、最低賃金に満たな
い賃金で使用していたこと、時間外労働に係る賃金を１時間当たり
３００円で支払っていたこと、以前、管轄の労働基準監督署の監督
官が臨検した際、技能実習生に時間外労働を行わせているにもかか
わらず、「残業はない。」と嘘の申立を行い、虚偽の記載をした賃金
台帳を同監督官に提出していたことが判明したため、当該縫製業者
を、労働基準法違反、最低賃金法違反で書類送検。 
 この縫製業者は、架空の光熱費、寮費等を賃金台帳に記載し、技
能実習生を最低賃金未満で使用していることを隠蔽していた。 
 
 

 
事 例 
４ 

 

 
１１月 
 

 
県内の縫製業で働く中国人技能実習生から、基本賃金が毎月７万

3,000 円、時間外労働に係る賃金を 1 時間当たり 300 円と、最低賃
金に満たない賃金しか支払いを受けていないとの申告があり、これ
について、技能実習生の直接の就労先である第２次受入機関（縫製
業）を指導する立場にある第１次受入機関（協同組合）が関与して
いる疑いも認められたため、縫製業の工場及び事務所に加え、協同
組合の代表理事の事務所等関連施設を一斉捜索し、関係書類を押収
した。 



 その結果、縫製業事業主と協同組合代表理事は共謀の上、上記違
反行為を行っていたことに加え、技能実習生を労働者として雇い入
れるに当たり、逃亡をした場合には罰金５０万円とする違約金を定
める契約を結んでいたことが認められた。 
 このことから、縫製業者を最低賃金法違反及び労働基準法違反で
書類送検するとともに、協同組合の代表理事も共犯の疑いで書類送
検。 
 

    
事 例 
５ 

 

  
１２月 
 

 県内のプラスチック製造業で働く中国人技能実習生について、時
間外労働に係る賃金を 1 時間当たり３３０円から５００円と法定の
割増率に満たない額で使用していること、時間外労働に係る協定の
限度時間を超えて労働させていたことが確認されたが、時間外労働
に係る割増賃金の一部不払いに関し、技能実習生の直接の就労先で
ある第２次受入機関（プラスチック製造業）を指導する立場にある
第１次受入機関（協同組合）の顧問が関与している疑いが認められ
たため、協同組合事務所の捜索を行い、関係書類を押収した。 
 その結果、縫製業事業主と第１次受入機関顧問は共謀の上、時間
外労働の割増賃金一部不払いの違反行為を行っていたことが認めら
れた。 
 このことから、プラスチック製造業者を労働基準法違反で書類送
検するとともに、協同組合顧問を共犯の疑いで書類送検。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

別紙―３ 

 

都道府県別技能実習生移行申請者数（2006年度～2007年度合計)　上位11府県

8,869

4,984
4,683

3,104
3,4613,5013,5453,583

5,4605,670

11,837

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

愛知県 岐阜県 広島県 茨城県 静岡県 三重県 埼玉県 千葉県 兵庫県 大阪府 岡山県

資料出所：（財）国際研修協力機構 



  

別紙－４ 

 

 



  

 

 

 

  

 

第一次受入機関 第二次受入機関 










